
対象者

配付時期

ギフトカードの使用期限

令和５年１０月以降、順次郵送

加古川市

独自 !

令和５年９月１日時点で加古川市の住民基本台帳に記載されている人で、次のいずれかの人

①７５歳以上の人

②令和５年度中に７５歳を迎える人（昭和２４年４月１日以前に生まれた人）

令和６年２月２９日まで

加古川市は

ギフトカードを配付！の

配付物 対象者１人につき３,０００円をチャージしたギフトカード

７５歳以上の方に、

【問合先】農林水産課 TEL : 427・9227 ※畜産業・漁業を営む人は TEL : 427・9226

加古川市

独自 !

くわしくはこちら

対象者

申請期間 【 農 業 】

市内で農業を営む人（令和４年中の農業収入の申告をしている人）

市内で畜産業、漁業を営む人
※畜産業と漁業の対象者には申請書を９月上旬に発送予定

補助額 最大１００万円

令和５年１１月３０日まで

令和５年１２月１日～令和６年１月３１日【畜産業・漁業】

※対象者の要件、補助金額などくわしくは市ホームページでご覧ください。

に選定されました！

【問合先】高齢者・地域福祉課 TEL : 427・9208

５月に内閣府から、ＳＤＧｓの理念に沿った取組を行い、経済・社会・環境の三側面で
新しい価値を作り、持続可能な開発を実現する可能性が高い都市として選定されました。

【問合先】保育園・認定こども園 ー 幼児保育課 TEL : 427・9148

小学校・中学校・特別支援学校 ー 学務課 TEL : 427・9590

加古川市

独自 !
保護者の負担増加

食材価格などの高騰で影響を受ける給食費について、

対象者 市立保育園・認定こども園に在籍する園児

市立小学校・中学校・特別支援学校に在籍する児童・生徒等

対象年度 令和５年度分の給食費

給食用食材の値上がり分を市が負担!!


